
「外国証券取引口座約款」の新旧対照表 
 

 
平成 22 年 8 月 26 日 

（下線部分改正） 
新 旧 

（契約の解除） 
第 29 条 次の各号の一に該当したときは、

この契約は解除されます。 
(1)～(3)    （現行通り） 
(4) お客様が口座開設申込時にした確約に

関して虚偽の申告をしたことが認められ、

当社が解約を申出たとき 
(5) 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、い

わゆる総会屋等の反社会的勢力に該当す

ると認められ、当社が解約を申出たとき 
(6) 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任

を超えた不当な要求行為等を行い、当社が

契約を継続しがたいと認めて、解約を申出

たとき 
(7)

２       （現行通り） 

 前各号のほか、契約を解除することが適

当と認められる事由として当社が定める

事由に該当したとき、又は、やむを得ない

事由により当社が申込者に対し解約の申

出をしたとき 

 
 

            以上 
 
 
 

（契約の解除） 
第 29 条 次の各号の一に該当したときは、

この契約は解除されます。 
(1)～(3)     （省 略） 

 
（新 設） 

 
(4) 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、い

わゆる総会屋等の反社会的勢力に該当す

ると認められ、当社が解約を申出たとき 
(5) 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任

を超えた不当な要求行為等を行い、当社が

契約を継続しがたいと認めて、解約を申出

たとき 
(6)

２      （省 略） 

 前各号のほか、契約を解除することが適

当と認められる事由として当社が定める

事由に該当したとき、又は、やむを得ない

事由により当社が申込者に対し解約の申

出をしたとき 

 
 

以上 

 


